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はじめに1

　GCUSとは下水道グローバルセンター（Japan Global 
Center for Urban Sanitation）の略称で、国土交通
省下水道部が、下水道分野における国際貢献と海外水
ビジネス展開を下水道界の産官学の連携の下で強力に
推進するために2009年4月に立ち上げた組織で、（公社）
日本下水道協会に事務局がある。
　主な活動は、計画・建設から管理・運営に至るまで、
日本の産官学のあらゆるノウハウを結集し、海外で持続
可能な下水道システムを普及させるため、JICA等の国
際協力活動に対し、技術的側面を中心とした支援を行

うことである。また海外での現地調査・国際協力活動に
おいて得られた情報を集約し、情報プラットホームとなり、
日本と世界の支援対象国のより最適なマッチングを実現
することも重要な役割である。

GCUS東南アジア委員会2

　GCUS東南アジア委員会（以下、東南アジア委員会）
はGCUS内の個別委員会のひとつで、東南アジアにお
ける推進工法の普及促進を図るための産官学連携組織
である。組織の原型が2014年6月に誕生してから約10
年を経て現在の体制になっている（図−1）。この間の
経緯については本誌2022年1月号を参照されたい。

活動実績3

3.1　東南アジア向け推進工法基準の策定
　東南アジア委員会の最初の活動はベトナム版推進工
法基準（赤本）による推進工法の普及であり2014年3
月に初版を発刊して以降、改定を重ね最新版は2022年
3月の第6版となっている。第6版の発刊に先立ち本委
員会は、2018年度に国土交通省予算で今後の赤本の
普及方策や改訂方針を検討するための調査を現地で実
施した。主な調査結果は以下のとおりである。
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特　集 推進工法の海外展開

図−1　GCUS東南アジア委員会
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特　集 推進工法の海外展開

　①ベトナム政府への継続的な情報発信として定期的
な改訂が必要

　　➡カウンターパートのベトナム建設省（MOC）の意
識を高めるために、新しい情報の提供が必要

　②ベトナム国内都市への赤本説明会の実施
　　➡赤本の存在を知らない都市が多いことが分 

かった
　③ベトナム国家基準（TCVN）の原案策定機関（建

設 科 学 技 術 院（IBST）、 ベトナム建 設 材 料
院（VIBM）、ベトナムコンクリート協会（VCA）、
MOCなど）を対象とした合同赤本説明会の実施

　　➡赤本をベースに各種TCVN が策定中であるが、
それぞれの担当機関がお互いの作業内容を理
解せず、情報共有の必要性がある。なお、原
案策定機関などとの合同会議は2019年12月に
実施した。

　④日本関係者への説明（国内）
　　➡赤本については、これまでベトナム国内での承認や

普及に努力してきたが、日本国内での説明も必要
　第6版は本調査で聴取したベトナム側からの意見やベ
トナム国内での合同会議などから得られた意見などを反
映して改訂されている。赤本で搭載した各技術基準は
ベトナム国家基準化（TCVN）を進めている（表−1）。

3.2　第33回GCUSセミナー
　2022年8月5日に東京ビッグサイトで開催された表記セ
ミナーで本委員会の活動を紹介した。これは海外におけ
る推進工法の普及においてマスタープランや実施設計、
施工管理を担う本邦コンサルタントなどに東南アジア向け
の推進工法基準の存在を広く周知すること、つまり海外
展開を担っている関係者との情報共有が目的である。
3.3　第15回日越政府間会議@ハノイ市
　2022年8月25日にハノイ市で開催された日越会議の
場で、赤本第6版の内容説明を行った。
3.4　腐食対策の普及活動
　東南アジアでは、硫化水素腐食に対する警戒感が強
く、例えば、ベトナムでは、腐食環境（表−2）が3類（硫
化水素濃度10ppm以下）あるいは4類（ほとんど硫化
水素の発生はない）でも、最高レベル1類（硫化水素
濃度50ppm以上）の対策（D種：塗布型ライニング
工法）を求められた。
　そこで腐食環境に配慮した適切な対策を選定するた
めに本委員会では、2018年にハノイ市とハイフォン市で
マンホールの腐食に関する調査を実施した。調査で得ら
れたデータに基づきIBSTおよびVIBMと防食対策の標
準化について協議した。この調査結果と協議に基づきベ
トナム版腐食調査マニュアル（案）を赤本（第6版第

7章）に追加した。なおハノイとハ
イフォンでの腐食調査は現在も進
行中である。さらにMOCおよび
IBST、VCAと経済的な腐食対
策技術について協議を行いベトナ
ム版推進工法基準第7版（赤本）

表−1　赤本の国家基準化

表−2　腐食環境分類
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